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安全な食品の供給 

事業者の自主的衛生管理の推進    
施策の事項 目的 概 要 方向性 

生産段階での衛生管

理推進 
農林水産物の生産

段階において、食品の

安全確保の観点から

衛生管理の向上を図

る 

農産物の栽培管理や家畜の飼養管理において、ＨＡＣＣ

Ｐシステムの考え方を取り入れた衛生管理を導入 
生産段階での衛生管理のシステム化、高度化を図る 

食品衛生自主管理認

証制度 
食品営業施設の衛

生水準の向上 
食品営業施設で行われている自主的な衛生管理が、都が

定める基準を満たしている場合に、これを都が指定する審

査事業者が申請に基づき認証するとともに、都が認証施設

を広く都民に公表 

食品の製造・加工、調理、販売等に係る全ての施設で

認証を取得することができるようにする。 

HACCP 導入支援 衛生手法の高度化、

システム化 
 

ＨＡＣＣＰシステムを法的に位置づけた制度である「総

合衛生管理製造過程」の承認を目指す施設への技術的支

援。また、それ以外の施設であってＨＡＣＣＰの考え方に

基づく衛生管理の導入を目指す施設への技術的支援。 

 国と連携を図りながら、総合衛生管理製造過程承認

施設への支援、査察等を実施。 
 それ以外の施設については、相談に応じて指導助言

を実施し、HACCP の考え方をより多くの施設に普及さ

せる。 
事業者団体等の主導

による自主管理の推

進 

食品関係業界の自主

的な取組みにより食

品衛生管理の徹底を

促し、自主管理を普及 

 事業者団体が実施している「自治指導員活動」を通じて

食品関係施設の巡回指導。また、事業者団体等による自治

指導員に対する衛生教育への支援。 
 食品衛生推進員による事業者への指導助言。 

 事業者団体等が実施する自主的な衛生管理推進に対

する指導助言を通して、食品関係業界全体の衛生管理

を向上させる。 

参考資料１ 

第３章 施策の体系（基本的プラン）に掲げる具体的な施策の概要等（案） 



2 

卸売市場における自

主管理の推進 
食品の流通拠点であ

る卸売市場での危機

管理対応の強化並び

に衛生水準の向上 

市場内における食の安全・安心確保に関する取組の推進役

として「安全・品質管理者」を各市場、卸売事業者に設置 
安全・品質管理者を通じて、危機管理対応の徹底並び

に衛生知識の普及啓発など、卸売市場における自主的

衛生管理を推進する。 
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安全な食品の供給 

生産から販売に至る各行程での情報の記録等    

施策の事項 目的 概 要 方向性 

トレーサビリティの

普及促進 
生産情報等の記録・伝

達を進め、事故等の原

因究明や拡大防止を

図るとともに、都民に

対する情報提供を通

して食品に対する信

頼性を向上させる 

 農畜産物や加工食品のトレーサビリティ導入のため、法

制度や先進事例等の情報提供を行い、国の支援策等を通し

てデータベースの構築、情報関連機器の整備等を促進 

 生産から流通・販売に至るまでの一貫したトレーサ

ビリティを普及させる 

記録の作成、保存の

実施に向けた指導 
生産から販売に至る

各段階での記録・保管

を進め、事故等原因究

明や拡大防止を図る 

 食品衛生法に事業者の努力義務として規定される食品

の仕入れ・販売に係る記録とその保管について、事業者に

対する指導を実施 

 日常の監視指導業務を通じて、記録・保管の必要性

について説明及び指導を徹底し、各段階での記録・保

管を普及させる。 
 また、事業者が遵守すべき事項を条例で規定してい

る「管理運営基準」に記録・保管に関する規定を整備

するなど対策を強化する。 
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安全な食品の供給 

事業者に対する技術的支援   

施策の事項 目的 概 要 方向性 

農産物や家畜の安全

対策の普及指導 
生産者に対する安全

な農林水産物の生産

技術等に関する情報

提供等により安全確

保を図る 

 農業改良普及指導等を通じて、農薬をはじめとする生産

資材の適正使用に関する情報提供や、と畜検査情報の畜産

農家への還元など、生産者への技術的な支援を実施 
  

 都内のすべての生産者に対してきめ細かな技術指導

等を実施、食品の原材料として安全な、農産物や家畜

の生産を普及させる。 

食品加工分野の技術

に関する普及指導 
最新の食品加工技術

の普及により、食品の

製造・加工段階での安

全確保を図る 

 食品技術センター等において、最新の加工技術の普及、

事業者からの依頼に基づく食品等の試験、試験室の利用公

開など、加工技術の高度化に係る技術支援を実施 

 事業者ニーズに対応した加工技術の普及や技術開発

の支援を進め、食品の安全確保のための事業者の技術

水準を向上させる。 

製造・輸入・販売者

等に対する講習会 
製造・輸入・販売者等

に対する法令等の情

報提供を通じて、安全

な食品の供給を図る。 

 輸入食品関係営業者講習会や健康食品関係事業者講習

会など、事業の内容、扱う食品ごときめ細かな講習会を開

催し、関係法令等の改正や違反事例、食中毒予防策など事

業者が必要とする情報を提供 
 また、各施設で安全管理の核となる「食品衛生責任者」

に対する実務講習会を開催し、自主的衛生管理を促進 

 業態に合わせたきめ細かな情報提供を通し、製造・

輸入から販売に至るまで、法令等を遵守した安全対策

を徹底させる。 
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生産から消費までの一貫した未然防止・拡大防止の推進 

情報の収集、整理、分析及び評価の推進    

施策の事項 目的 概 要 方向性 

食品の安全確保のた

めの家畜の病気の検

査や病害虫の発生状

況の把握 

家畜の疾病や病害虫

の発生状況を把握し、

その拡大防止や適正

な動物用医薬品・農薬

の使用などを図る 

 家畜保健衛生所による病性鑑定や家畜の病気の検査及

び調査を実施し、動物用医薬品の適正な使用を通じて安全

な畜産物を供給へ反映 
また、病害虫防除所において病害虫の発生状況を把握

し、病害虫の種類にあった農薬等の安全かつ適正な使用を

指導 

引き続き、関係法に基づき定期的な検査、調査を実

施し、食品の原材料となる家畜や農産物の安全確保に

活用 

食中毒発生動向及び

原因調査 

食中毒の発生状況及

び原因調査を行い、食

中毒の再発防止・予防

を図る 

 食中毒の散発患者や無症状病原体保有者の喫食内容や

行動を比較検討調査し、感染源の解明に活用 
 その他、食中毒事件に関する情報を収集し、再発・予防

策へ活用 

特別区と連携して迅速かつ適切な実態究明に努め、

食中毒による健康被害を低減 

食品の安全に関する

先行的調査 

食品の安全に関する

調査を幅広く実施し、

健康への悪影響の未

然防止、拡大防止を図

る 

 都内に流通する魚介類について PCB、有機水銀、有機ス

ズ化合物などの暫定的基準値が定められている有害化学

物質の汚染実態を把握 
 その他、カビ毒、寄生虫など、法に基づく規格基準が定

められていない事項について幅広く先行的な調査を実施

し、実態を把握。その結果を都民への情報提供、国への提

案要求などに活用 

 食品の安全に関する国内外の情報を広く収集、整理

し、必要とされる課題について調査を積極的に実施 
 調査結果については、必要に応じて食品安全情報評

価委員会による評価を行い、未然防止・拡大防止策に

反映 



6 

ダイオキシン類等の

微量化学物質(※)の
実態調査 
 
 
※食品中に極めて微

量含まれることによ

り健康へ影響を及ぼ

す可能性がある有害

な化学物質 

食品等について、ダイ

オキシン類等をはじ

めとする微量化学物

質の汚染実態を把握

し、安全確保対策に活

用 

 東京湾産魚介類のうち、漁獲量上位５種についてダイオ

キシン類等の微量化学物質の含有量を調査（福祉保健局） 
 都内に流通する合成樹脂製容器等に入った各種食品に

ついて微量化学物質の含有量を調査（福祉保健局） 
 都内に流通する農畜産物、魚介類について農薬（クロル

デン類、ドリン類）等の微量化学物質の含有量を調査（福

祉保健局） 
ダイオキシン類等の微量化学物質について環境中のモニ

タリング調査を実施（環境局） 

 新たな知見や情勢の変化に対応して、調査の対象物、

対象物質を検討しながら、継続して調査を実施 
（食品等への含有については、環境中のモニタリング

調査結果等も活用） 
 調査結果については、必要に応じ食品安全情報評価

委員会など専門家へ評価を依頼し、重点監視や情報提

供等の施策へ反映 

海外情報や学術情報

の収集 

海外情報や学術情報

を収集し、リスク管理

に活用 

 インターネット、海外の専門誌、各種学会誌等を定期的

に調査し、海外での食品等の事件・事故や新たな規制策、

学会における研究発表など、食品の安全に関する最新の情

報をキャッチする 
  

 収集された情報は、必要に応じ食品安全情報評価委

員会に提供 
 評価委員会から都民に提供すべきとの意見のあった

情報を「食品安全情報レポート」としてインターネッ

トにより都民にわかりやすく提供 

食品安全情報評価委

員会の運営 

食品の安全に関する

情報を収集、分析及び

評価等を行い、科学的

知見に基づく健康へ

の 悪 影 響 の 未 然 防

止・拡大防止を推進 

 都民情報、学術情報、海外情報、マスコミ情報など食品

の安全に関する情報を広く収集し、理化学・微生物学等の

専門家及び都民で構成される食品安全情報評価委員会で

評価を実施 
 食品安全情報評価委員会での評価結果を踏まえ、重点監

視や都民・事業者への情報提供、国への提案要求等の施策

を実施 

 幅広い分野から様々な情報を収集し、分析及び評価

を実施することにより、最新の科学的知見に基づく健

康への悪影響の未然防止に向けた取組を推進 
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安全性調査・措置勧

告 

法制度を補完し、健康

への悪影響の未然防

止を図る 

 規格基準が定めれられていないなど法で対応すること

が困難な食品等について、食品安全条例に基づき調査を実

施 
 調査の結果、健康への悪影響を未然に防止する観点から

改善等が必要と判断されるが、法で対応が困難な場合に

は、条例に基づき事業者へ措置の実施について勧告、公表

を行う 
 調査及び勧告にあたっては、あらかじめ食品安全情報評

価委員会に意見を照会 

 評価委員会の意見や評価結果も参考にしながら、健

康への悪影響の蓋然性・重大性の観点から必要とされ

る場合に迅速・的確に調査を実施 
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生産から消費までの一貫した未然防止・拡大防止の推進 

食品等の生産から販売に至る監視、指導等    

施策の事項 目的 概 要 方向性 

農薬、動物医薬品等、

生産資材の適正使用

に関する監視指導及

び検査 

生産資材の適正使用

の指導徹底により、農

産物や畜産物の安全

を確保 

農薬：農薬取締法に基づく農薬の販売者への指導、生産者

への適正使用の指導徹底 
   農産物の残留農薬調査 
肥料：肥料取締法に基づく肥料の安全性試験、登録・更新・

届出 
飼料：飼料安全法に基づく飼料検査の実施 
動物用医薬品：薬事法に基づく製造輸入販売者、販売者の

指導監督、医薬品の表示、品質検査 
薬剤耐性菌発現状況調査、抗菌性薬剤残留調査 

    

関連法令の周知徹底、生産資材の使用に関する記録

とその保管について指導を行い、食品の原材料として

の農産物や畜産物の安全を確保 

畜産物等の安全対策 

養殖魚、家畜等の飼養

施設への立入り、指

導、検査等を通じて畜

産物の安全を確保 

 養殖魚：養殖衛生管理指導、養殖場の調査監視 
 畜産物：家畜の健康管理指導（動物由来感染症）、獣医

師等への指導監督  

都内生産者に対し巡回指導を行い、食品の原材料と

なる家畜等の健康を管理 
 

BSE 対策 

生産段階での BSE 検

査、と畜場でのＢＳＥ

検査及び確実な特定

部位の除去を実施し、

ＢＳＥによる健康へ

の悪影響を防止 

生産段階：死亡牛、起立不能牛等のＢＳＥ検査、家畜個体

識別、耳標の装着（産業労働局） 
 
と畜段階：ＢＳＥスクリーニング検査（福祉保健局） 

特定部位の適正処理並びにその指導 
（福祉保健局、中央卸売市場） 

 法に基づき、生産から加工段階まで、庁内関係局が

連携を図りながら BSE 対策を推進 
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製造・加工・調理・

販売施設等の監視指

導 

食品衛生法等に基づ

き食品の製造、加工、

調理、販売等の施設へ

の立入、監視指導を通

じた食品の安全確保

を図る 

許可等：食品衛生法及び条例に基づく営業許可 
監視指導：食品衛生法に基づく食品の取扱、営業施設（社

会福祉施設など集団給食施設を含む）の衛生管理、表示

事項等に対する監視指導 
食中毒対策：食中毒事件発生時に原因調査を行うととも  

      に、原因施設に対し行政措置や再発予防策を 
      指導 
一斉監視：食中毒の多発時期である夏季や、食品の流通量

が増大する年末に都区が協力して都内の食品関係施設

への一斉的な監視指導を実施 
※ 特別区内における許可、監視指導等は原則、各特別区

が実施 

 特別区と協力しながら、効果的、効率的な監視指導

等を実施し、製造から販売段階における食品の安全を

確保 

食品等の収去検査 

食品衛生法に基づく

規格基準への適合を

検査し、違反食品等を

排除 

食品衛生法に基づき、食品等を無償で収去し、検査を実施 
検査項目例：残留農薬、添加物、微生物（食中毒起因菌を

含む）、アレルギー物質 

計画的に収去検査を行い、法に基づく規格基準への適

合状況を効果的、効率的に把握し、製造から販売段階

までの食品の安全を確保する 

広域流通食品に対す

る監視指導 

特別区内を含め、都内

全域にわたる監視指

導を実施し、広域的に

流通する食品の安全

を確保 

大規模製造業、輸入業、卸売市場、倉庫業など広域に流

通する前の段階において事業施設等の監視を専門的に実

施し、食品が都内に広く流通する前段での安全確保を図

る。 
また、重大な健康被害の発生やそのおそれがある場合な

どに、都区が協力して都内全域を対象に緊急的な一斉監視

を実施。 

 違反の発生状況、食品の流通状況にあわせ、区との

連携の下、効果的・効率的な監視を行い、違反食品等

の流通の防止を図る 
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自主回収報告制度 

事業者の自主的な取

組みにより違反食品

等を市場から排除し、

健康への影響を未然

に防止する 

 事業者が自ら取り扱う食品等について、食品衛生法違反

や健康への悪影響のおそれに気づき自主回収を決定した

場合に都への報告を義務付け 
 報告を受けた都では、回収の事実を広く都民に公表し、

事業者による回収を促進することにより、健康への悪影響

を未然に防止する 

 制度の概要について事業者及び都民に周知を図り、

都区と一体となって制度を効果的に運用することによ

り、自主回収を促進 

輸入食品対策 

国内に流通する食品

のうち、カロリーベー

スで 6 割を超える輸入

食品の安全確保を図

る 

 特別区内も含め、都内全域の輸入業を対象に専門的な監

視を実施 
 輸入食品について、残留農薬、添加物、遺伝子組み換え

食品にかかる検査及び監視指導等を実施 

 区との連携の下、海外での農薬、添加物の使用実態

やその規制に関する状況に応じて、効果的な監視指導

を行い、輸入違反食品等の流通の防止を図る 

健康食品対策 

法的な定義づけがな

いいわゆる「健康食

品」について関係部署

が連携しながら安全

対策を推進 

流通している健康食品を実施に購入し、成分等の検査を

実施 
 調査の結果について広く公表し、都民への情報提供を実

施。また、試買調査に限らず、医薬品成分などの含有が疑

われるなど健康被害が懸念される場合などには必要に応

じて調査し、販売禁止等の行政処分を行うとともに、都民

へ広く公表し、注意喚起を行う。 

 法による規制、違反状況などに基づき、関係部署が

連携を図りながら適切に調査を実施。 
 調査の結果を広く都民に公表し、健康食品による健

康への悪影響の未然防止を図る。 
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生産から消費までの一貫した未然防止・拡大防止の推進 

指導、監視体制の整備  

 
 

施策の事項 目的 概 要 方向性 

都内全域の監視体制

の整備 

特別区内を含め都内

に流通する食品等を

広域的、機動的に監視

できる体制を整備 

 特別区と協力しながら、都内の大規模製造業、輸入業、

倉庫業など、広域に流通する食品を扱う施設（事業者）を

対象とした監視指導を実施するため、健康安全研究センタ

ーに食品衛生機動監視班を設置 
 特別区内での監視指導について、都区協議に基づく「広

域監視実施要綱」や「事務処理基準」を定め、都区での協

力体制を整備 

 食品等が都内に広く出荷される以前の段階での安全

確認が効果的に実施できるよう体制の整備を図る 

0 10km

西多摩保健所

八王子保健所

南多摩保健所

町田保健所

多摩府中
保健所

多摩立川保健所

多摩小平保健所

健康安全研究センター 多摩支所

健康安全研究センター

市場衛生検査所
足立出張所

市場衛生
検査所

芝浦食肉衛生検査所

市場衛生検査所
大田出張所

東京都庁

食品衛生監視指導体制

：２３区には、それぞれの区に保健所があります。

また、島しょ地域にも、４出張所、２支所があり、
食品衛生業務を行っています。

芝浦食肉衛生検査所
八王子支所

東京都及び特別区の食品監視体制

保健所業務内容
食品関係施設の許認可業務
食品関連営業者に対する監視指導
（立入調査）
営業施設の検査
（調理施設の細菌検査）
食中毒事件の調査
事業者教育
食品衛生に関する相談受付
講習会講師の派遣

健康安全研究センター業務内容

大規模食品製造施設の監視指導
ＨＡCCP承認工場の監視指導
広域流通食品の監視
試験検査用食品の収去・検査
先行調査の実施
事業者を対象とした普及啓発
食品・医薬品試験手法の研究

市場衛生検査所業務内容

市場内（食品の流通拠点）の監視
指導生鮮食品（農産物、魚介類加
工品等）検査

食肉衛生検査所業務内容
牛、豚、馬、めん羊、山羊のとちく検査

【生体検査、解体前検査解体後検
査（内臓、枝肉、ＢＳＥ検査）】
市場内での食肉取扱等の監視指導

食品流通の一例

農畜水産物

輸入食品

市場衛生検査所
食肉衛生検査所
健康安全研究センター

食品機動監視班
輸入食品監視班

保健所

健康安全研究ｾﾝﾀｰ
食品機動監視班

保健所

監視(立入)検査
衛生指導

相
談

食品製造業

問 屋

監視(立入)検査
衛生指導
収去検査

監視(立入)検査
衛生指導
収去検査

相
談

相
談

流通業

小売業

飲食業

卸売市場

倉 庫

相
談

消費者

食品の流れ

収去検査

輸入業 給食施設
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生産から消費までの一貫した未然防止・拡大防止の推進 
食品表示の適正化の推進   

施策の事項 目的 概 要 方向性 

法令・条例に基づく

適正表示の指導 

法令等に基づく適正

な食品表示を推進し、

食品の安全と信頼性

を確保 

食品衛生法：法定表示基準の確認、試験検査（表示事項の

検証）の実施（福祉保健局）（区部は特別区

が実施） 
ＪＡＳ法：ＪＡＳ法監視、ＤＮＡ鑑定等（福祉保健局）（都） 
    ⇒食品衛生法の監視とあわせて、ＪＡＳ法監視を

保健所等で実施 
健康増進法：栄養表示基準の徹底、虚偽誇大表示の禁止 
     （福祉保健局）（区部は特別区が実施） 
特別用途食品：特別用途食品表示許可制度の適正な運用 
     （福祉保健局）（区部は特別区が実施） 
景品表示法：優良誤認等の不当表示の禁止 
     （生活文化局）（都） 
消費生活条例に基づく品質表示：消費者の選択の目安とし

て品目指定（現在４品目）（食品については福祉保健局） 

特別区を含め関係部署が連携しながら、効果的な指

導・監視体制を整備し、食品の適正表示を推進 
また、表示に係る違反の多い、いわゆる健康食品に

ついて、関係部署が連携を図りながら試買調査を行い、

調査結果を広く都民に公表する。 

わかりやすい表示の

普及 
都民が理解しやすい

表示方法を普及 

 遺伝子組み換え食品及びクローン牛について、ガイドラ

インに基づくバイオテクノロジー応用食品の表示の普及

を図る 

 マーク表示の普及に努め、都民にとって分かりやす

い表示の普及を図る 

消費生活調査員によ

る調査 

都民から募集した消

費生活調査員により

食品表示の実態調査

を実施 

 消費生活調査員５００名のうち、200 名が、都内のスー

パー等で販売されている食品表示の実態調査を実施。調査

の結果、問題があるものについては都が事業者を指導し、

適正表示を推進。 

 法改正や違反発生状況等に基づき、必要とされる調

査項目を選定。都民との協働による適正な食品表示を

推進する。 
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生産から消費までの一貫した未然防止・拡大防止の推進 

緊急時の体制整備   

施策の事項 目的 概 要 方向性 

食品安全対策推進調

整会議緊急連絡会議

の設置 

緊急時における庁内

の各局連携体制を整

え、迅速・的確な対応

を図る 

 庁内の各局連携組織である「食品安全対策推進調整会

議」において、緊急時に議長が「緊急連絡会議」を招集で

きることとし、この連絡会議において対策を検討する。 

 今後、発生し得る事故等を想定し、対応マニュアル

の整備とあわせ、緊急連絡会議の役割を明確なものと

していく。 

大規模食中毒等の対

応マニュアル整備 

大規模食中毒等の緊

急時において迅速・的

確な対応を図る 

 大規模食中毒等の発生時において、関係機関の連絡・連

携体制についてあらかじめマニュアルを作成し、迅速・的

確な対応を図る。 

 法改正や組織改正にともない、マニュアルの内容を

適宜見直し、有効に機能するものとしていく。 

卸売市場内における

危機管理対応 

卸売市場を通過する

食品の安全を脅かす

危機の発生の未然防

止を図るとともに、被

害を最小限にとどめ

る 

 卸売市場における食の危機に際して迅速かつ的確に対

応するための行動指針である「危機管理マニュアル」をブ

ラッシュアップするとともに、あらゆる事態に対応できる

ように体制を強化する。 

 安全・品質管理者の範囲を拡大するなど、体制を強

化する。 
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関係者による相互理解と協力の推進 

教育・学習の推進    

施策の事項 目的 概 要 方向性 

食品の安全に関する

普及啓発・情報提供 

様々な情報提供によ

り、都民・事業者の食

品の安全に関する知

識と理解を深める 

食品衛生に関する普及啓発資材の作成・提供、各局のホ

ームページによる情報提供、普及啓発用冊子の発行、報道

機関への公表等、様々な媒体を通じて、食品の安全や安全

対策に関する様々な情報を都民・事業者に提供 
※各局ホームページ（福祉保健局：食薬インフォベー

ス・食品衛生の窓・健康安全研究センターＨＰ、生活文化

局：東京の消費生活・くらしの安全情報サイト） 
※冊子（福祉保健局：くらしの安全、生活文化局：東京く

らしねっと） 

都民・事業者の理解度や専門性に応じて、食品の安

全や安全対策に対するきめ細かな情報を提供すること

により、都民・事業者が必要とする情報をいつでも入

手し食品の安全に関する正しい知識と理解を得られる

ようにする。 

食品の安全に関する

食育の推進 

教育学習の機会を提

供し、食品の安全につ

いて都民が自ら判断

できるようにする 

学校教育の場や、消費者センター等による講座の開催、

都民向けの講習会、事業者との交流等を通じて、都民に対

して食品の安全に関する教育・学習の機会と様々な情報を

提供 
※本計画では、食育の中で「食品の安全に関する」施策

を計画の対象とする。 

学校・地域・家庭などあらゆる機会に学ぶことがで

きるよう様々な手法により「場」を提供し、いつでも

どこでも都民が食品の安全に関する正しい知識と理解

を得られるようにする。 

都民の自主的な学習

に対する支援 

都民の活動の支援に

より食品の安全に関

する知識と理解を深

める 

都民が自主的に学習する際の各種教材や学習する場を提

供する。 

自主的に食品の安全について学習しようとする都民を

支援することにより、食品の安全に対する都民の意識

をより一層向上させる 
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関係者による相互理解と協力の推進 

事業者による情報公開の促進    

施策の事項 目的 概 要 方向性 

生産情報の提供促進 

都民に対し生産情報

を提供することで、食

品の安全に対する信

頼性・透明性を高める 

生産情報を積極的に提供している事業者や食品を都民に

広く公表する仕組みの普及や先進事例の紹介等を通して、

事業者から都民に対する食品の生産情報の提供を促進 

生産情報提供事業者登録制度の普及等により、生産情 
報を都民が食品を選択する際の一助とできるようにす 
る。 

リスク情報の提供促

進 

都民に対し、食品の安

全に関するリスク情

報を提供することで、

食品の安全に対する

理解と信頼性を高め

る 

自主回収報告制度による自主回収情報の公表や、くらしの

安全情報サイトにおける商品のリコール情報の提供等を

通して、事業者から都民に対する食品の安全に関するリス

ク情報の提供を促進 

事業者からの様々なリスク情報の提供を促進すること

で、都民がリスク情報を入手し正しく理解できるよう

にする。 
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関係者による相互理解と協力の推進 

情報の共有化、意見の交流等の推進   

施策の事項 目的 概 要 方向性 

都民・事業者・行政

による情報・意見交

流の推進 

行政が主体となった

情報・意見交流によ

り、食品の安全に対す

る共通認識を醸成す

る 

食の安全都民フォーラムなど、様々な機会を通じて、

様々なテーマについて、行政・都民・事業者の三者の間で

情報や意見の交流（リスクコミュニケーション）を推進 

意見交流の場を充実・拡大し、より多くの関係者と

ともに、より多くのテーマについて相互理解を図るこ

とができるようにする。 

都民間での情報・意

見交流の推進 

都民間での情報・意見

交流により、食品の安

全に対する共通認識

を醸成する 

都が提供するインターネットサイト（食品安全ネットフ

ォーラム、くらしの安全情報サイト）を通して、ネット上

で都民間あるいは都民・事業者間の情報や意見の交流（リ

スクコミュニケーション）を推進 

リスクコミュニケーションの基礎となる情報の適切

な提供や時宜にかなったテーマの設定を通して、より

多くの都民が参加できるようにし、都民間の相互理解

を促進する。 

都民・事業者による

情報・意見交流の推

進 

都民・事業者による情

報・意見交流により、

食品の安全に対する

共通認識を醸成する 

事例報告会やパイロット事業等、化学物質におけるリス

クコミュニケーションの先進事例を普及 
先進事例の普及を通じ、事業者のリスクコミュニケ

ーションに対する参加意識や能力を高める。 
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関係者による相互理解と協力の推進 

都民及び事業者の意見の反映   

施策の事項 目的 概 要 方向性 

食の安全に関する審

議会の運営 

審 議 会 を 通 し て 都

民・事業者の意見を施

策に反映し、理解と協

力に基づく安全対策

を推進 

食品安全審議会、消費生活対策審議会、都の各保健所にお

ける地域保健医療計画推進協議会等を通じて、都民・事業

者の意見を都の施策に反映 

審議会への都民・事業者の参加だけでなく、意見を聴

く会やパブリックコメントの募集など、より多くの都

民・事業者の意見が審議会の審議に反映できるように

する。 

都民・事業者からの

意見の受付 

都民・事業者から意見

の申出へ適切に対応

し、その施策への反映

を通し、安全対策に対

する都民の理解と協

力を確保 

消費生活条例に基づく「申出」に対し、適切な調査・報

告を行う。また、必要に応じて対応経過については消費生

活対策審議会に報告し、意見を聴くことにより、施策に適

切に反映 
さらに「都民の声」制度を活用し、広く都民から都の施

策に対する意見・要望を受付け、それに対する回答などを

通じて都民の理解と協力を確保 

食品安全確保施策を含めあらゆる分野の調査実施につ

いて一元的に都民が意見を述べることのできる制度と

して、引き続き本制度を活用していく。 
 また、都民の声制度を活用し、都民から施策に対す

る意見・要望を受付、必要に応じて施策への反映を図

っていく。 

相談等への対応 

相談等への適切な対

応と施策への反映を

通して、安全対策に対

する都民・事業者の理

解と協力を確保 

食品の安全に関する保健所や消費者センター等への都民

の苦情相談に適切に対応し、法令等違反や事故等の発見、

再発・拡大防止に活用（区部については特別区の保健所・

消費者センター、多摩地域については市町村の消費者セン

ターも対応） 
 

それぞれの機関の役割分担も踏まえ、機関同士や自治

体間の連携を密にして、都民からの苦情相談に着実に

対応していく 
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安全を確保する施策の基盤づくり 

基盤づくりのための調査研究・技術開発    

施策の事項 目的 概 要 方向性 

食品の安全確保のた

めの生産・製造技術

の開発 

より安全性の高い食

品の生産・製造が行え

る技術開発に関する

調査研究の推進 

食品の殺菌や保存などの工業技術に関する試験研究、調

査を実施 
土壌等の改良対策など生産技術に関する研究の推進 

 最新の科学技術をもとに、より安全性の高い食品の

生産・製造技術を開発し、事業者への普及を図る 
 

試験検査法の開発・

改良 

 より迅速に、より正

確な結果が得られる

検査法の開発を通じ

て、的確な監視指導の

実施、自主管理の向上

等を図る 

 法で検査法が確立されていない物質の検査法、法で定め

られた方法よりも迅速に結果が得られる検査法、より微量

なレベルの物質を検出できる検査法の開発・改良等の研究

を推進 
 また、試験検査の制度管理を行い、検査結果の信頼性を

確保 

 国等の研究機関と連携しながら、食品の安全確保を

進めるうえで求められる検査法の開発等を推進する 

食品安全に関する基

礎研究 

食品の安全を確保す

るうえで基礎となる

研究を推進 

 食中毒菌の食品中での動態解明、食中毒菌を死滅させる

ための加工・調理法の把握、病原性の発生機序の解明、食

品の品質劣化防止の研究等を実施 

 得られた知見は学会発表等を通じて広く公表すると

ともに、必要に応じて安全確保施策へ反映させる 
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安全を確保する施策の基盤づくり 

区市町村、国等との連携    

施策の事項 目的 概 要 方向性 

生産段階の安全確保

に係る自治体連携 

農産物の安全確保に

ついて関東近県との

広域的な連携を図る 

市場に入荷する青果物の４割を生産する関東近県の自

治体と安全で安心な生産対策などについて情報交換を行

い、広域にわたり消費される農産物の安全生産を推進 

都民への生産情報の提供などについて、広域的な連携

を図っていく。 

食品衛生に関する自

治体連携 

食品衛生に関する自

治体間の広域的な連

携を図る 

 全国食品衛生担当主管課長会、全国食肉衛生検査所協議

会、全国市場衛生検査所協議会、14 大都市主管課長会、首

都圏食中毒防止連絡会などの組織を活用し、食品衛生に関

する情報交換等の連携を推進 

 事件・事故の発生、法改正などの社会情勢の変化に

対応し、食品の安全確保に関する施策での広域連携を

推進 

監視指導や苦情相談

対応における区市町

村、他自治体との連

携 

日常の監視指導や住

民からの苦情・相談へ

の対応業務を通じて

広域的な連携を推進 

 食品衛生法に係る違反処理、住民からの苦情・相談への

対応などを、関係自治体との連絡調整、協力により措置 
 また、都区保健衛生連絡協議会を通じて保健所設置自治

体である特別区との連携協力体制を構築し、製造、販売段

階における食品の安全確保対策について、都区一体となっ

た取組を進める 

 他の自治体に対し、法に基づく業務に加え、都独自

の未然防止策についても広域的な連携、協力を求め都

民の安全・安心確保を推進 

国との連携・提案要

求 

リスク管理について

国との連携により食

品の安全確保施策の

充実を図る 

 輸入食品対策に係る国（検疫所）との情報交換、違反処

理等の連携を図るとともに、必要に応じて、食品の規格基

準の設定、検疫段階における輸入食品対策の充実強化等に

ついて国への提案要求を実施 

 国との情報交換や提案要求を通じて、都の調査研究

や情報収集により得られた知見を全国的な食品安全確

保対策へ反映させていく。 

 


